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平成 20 年度税制改正のポイント(その 1) 

～国内課税(法人税関連)に関する主要な改正～ 

 

1. 減価償却制度の簡素化 

 

 平成 19 年度税制改正では、減価償却制度について、残

存価格及び償却可能限度額の廃止という抜本的な改正が

行われましたが、その後も引き続き制度の簡素化が要望さ

れていました。 

 

 そこで、平成 20 年度税制改正においては、資産の区分

及び法定耐用年数が見直されるとともに、減価償却制度

について、既に耐用年数短縮の特例を受けている減価償

却資産について、一部を同種の資産と取り替えた場合等

には、再度の承認申請を要せず、届出をすれば足りる旨

の改正が行われ、制度が簡素化されました。 

 

 なお、これらの新しい減価償却制度は、既存の減価償却

資産にも適用されることに注意が必要です。 

 

2. 公益法人制度改革に伴う整備 

 

 公益法人制度については、明治 29 年の民法制定以来、

抜本的な見直しが行われず、様々な問題点が生じている

と指摘されていたことから、平成 18 年に、公益法人制度改

革三法が成立し、平成 20 年 12 月 1 日に新しい公益法人

制度が施行されることとなっています。 

 

 そこで、平成 20 年度税制改正においても、新しい公益法

人制度に合わせた改正が行われました。 

 

 新しい公益法人制度においては、民法上の非営利法人

を一般社団法人及び一般財団法人(以下、｢一般社団･財

団法人｣といいます。)と公益認定を受けている公益社団法

人及び公益財団法人(以下、｢公益社団･財団法人｣といい

ます。)の 2 種類に分類していますが、税法上は、下記の 3

種類に分類され、それぞれ取扱いが異なります。 

 

法人の種類 税務上の取扱い 

1. 公益社団･財団法人 収益事業から生じた所得のみ

に課税されるが、みなし寄付金

制度が適用される 

2. 収益事業課税が適

用される一般社団･

財団法人 

収益事業から生じた所得のみ

に課税される 

3. 全所得課税が適用さ

れる一般社団･財団

法人 

収益事業から生じた所得に限

らず、全所得に課税される 

 

 なお、収益事業から生じた所得に対する税率は、原則と

して 30％(但し、所得の金額のうち、年 800 万円以下の部

分については、22％の軽減税率が適用されます。)とされて

います。 

 

 収益事業課税が適用される一般社団･財団法人(表中 2.)

と全所得課税が適用される一般社団･財団法人(表中 3.)

は、定款の定めや、理事の人的構成等の要件によって区

別されます。 

 

 ただし、新しい公益法人制度においては、移行措置とし

て特例民法法人の制度が設けられていますが、税務上、

かかる特例民法法人については、引き続き従前の取扱い

を受けることができるとされています。 

 このため、現在の公益法人のうち、公益認定を受けるこ

とができず、公益社団･財団法人への移行が難しいものに

ついては、特例民法法人として存続し、一般社団･財団法

人への移行を遅らせる方が税務上有利となる場合があり

ます。 
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3. 適格組織再編成の対価に関する要件の明確化 

 

 適格組織再編成を行うためには、組織再編成の対価とし

て、株式(平成 19 年度税制改正により、親会社株式も含ま

れることとなっています。)以外の資産が交付されないこと

が必要です。 

 

 組織再編成に伴い 1 株未満の端数が生じた場合には、

株主には、 終的に端数に相当する現金が交付されるこ

とになりますが、税法上は、端数に相当する株式を一度交

付したものとされ(法人税基本通達 1-4-2)、適格組織再編

成として取り扱われることとなっています。 

 

 しかし、上記通達は、会社法第 234 条に基づき、会社が

端数株式を他に譲渡し、若しくは自ら買い取った場合を前

提としていると考えられるところ、会社法第 234 条は、三角

組織再編成には適用されない(｢当該株式会社の株式を交

付｣という文言)とされているため、三角組織再編成の場合

に、端数に相当する現金を交付した場合、適格要件には

該当しないのではないかという点が実務上問題となってい

ました。 

 

 そこで、平成 20 年度税制改正においては、三角組織再

編成の場合であっても、対価として交付される親法人株式

に 1 株に満たない端数が生じ、その端数に代えて金銭を

交付する場合については、｢親法人株式の交付｣に含まれ

ることが明確化されました。 

 

 なお、買収ビークルが親法人株式の端数を一度取得す

るという構成を採っていることにより、子会社による親会社

株式の取得規制(会社法第 135 条第 1 項)との関係で問題

が生じますが、親法人株式を持っていない場合について

は、空売りを行ったものとみなすという形で解決が図られま

した。 

 

4. 全部取得条項付種類株式の取得に関する課税繰延

の要件の明確化 

 

 全部取得条項付種類株式は、少数株主のスクイーズア

ウトの手段として近時利用されています。税務上、当該株

式については、取得決議により全部取得条項付種類株式

を取得し、対価として取得法人の株式(又は株式及び新株

予約権)のみが交付される場合には、譲渡損益が繰り延べ

られる扱いとなっています(法人税法第 61 条の 2 第 14 項

第 3 号)。さらに、平成 19 年度の法人税法基本通達の改

正において、対価として交付する株式が 1 株未満の端数

の場合については、当該端数を他に譲渡し、又は買い取っ

た代金として金銭が交付された場合には、1 株未満の端数

に相当する株式を交付したこととなることが明確化され、譲

渡損益が繰り延べられる取扱いとなっています(法人税法

基本通達 2-3-1)。 

 

 しかし、反対株主が価格決定の申立を行い、これに伴い

直接現金が交付される場合については、会社から直接金

銭を受領したこととなるとされているため、価格決定の申

立を行った株主以外の株主についても、課税繰延が認め

られないのではないかという点が実務上問題となっていま

した。 

 

 そこで、平成 20 年度税制改正においては、反対株主に

よる価格決定の申立に基づく金銭が交付される場合に

は、｢株式のみ｣が交付されたか否かの判定の際に、当該

交付金銭は含めないことが明確化されました。 

 

5. 再生計画認可の決定に準ずる事実 

 

 内国法人について、民事再生法の再生計画認可の決定

その他これに準ずる一定の事実(以下｢準ずる事実｣といい

ます。)が生じた場合、当該内国法人は、資産の評価損益

を計上すること及び期限切れ欠損金を優先的に損金算入

することが認められています(法人税法第 25 条第 3 項、同

第 33 条第 3 項、同第 59 条第 2 項)。 

 

 そして、この準ずる事実の中には、私的整理も含まれて

いますが、私的整理の中でも、再生･再建計画中で、2 以

上の金融機関等が債務免除をすることが定められている

ものに限られるとされています。 

 

 この点について、平成 20 年度税制改正以前の法人税法

施行令における｢金融機関等｣には、信用保証協会が含ま

れていませんでした。 

 

 中小企業のうち、信用保証協会の顧客企業となっている

企業は小規模の企業が多いため、取引金融機関の数が

少なく、債権放棄に応じる債権者が信用保証協会とメイン

の金融機関 1 行に限られる場合もあります。しかし、上記

のように信用保証協会は、｢金融機関等｣に含まれていな

いため、このような場合には、当該中小企業の私的整理は
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｢準ずる事実｣に該当せず、上記の特例が利用できないこ

とから、中小企業の再生が妨げられる事態となっていまし

た。 

 

 そこで、平成 20 年度税制改正において、上記の｢金融機

関等｣の中に信用保証協会が含まれることとなり、上記の

優遇措置の要件が緩和されました。 

 

 なお、平成 20 年 10 月に日本政策投資銀行が株式会社

化することに伴い、日本政策投資銀行は、｢政府関係金融

機関｣から、一般の｢金融機関等｣に区分が変更されていま

す。 

 

6. 工事収益の計上方法の見直し 

 

 長期大規模工事については、一定の要件を満たしている

場合には、各事業年度の収益及び費用の額は、工事進行

基準の方法により計算することとされています。 

 

 また、長期大規模工事以外の工事であっても、工事着手

の日が属する事業年度から、引渡しの日が属する事業年

度の確定した決算まで、工事進行基準で経理を行った場

合には、工事進行基準を適用することとされています。 

 

 しかし、平成 20 年度税制改正以前は、工事進行基準で

経理を行っている場合でも、その工事の請負について、損

失が生じると見込まれるに至ったこと等の事由が生じた場

合には、その事由が生じた事業年度から、工事進行基準

が適用できなくなるという問題がありました。 

 

 そこで、平成 20 年度税制改正においては、損失が生じ

ることが見込まれる場合についても、工事進行基準を適用

することができることとされ、併せて工事進行基準の適用

範囲が拡大されました。 

 

7. 特例措置の期限延長 

 

 平成 20 年度税制改正においては、特例措置の見直し

や、本則化が行われていますが、下記の特例措置につい

ては、引き続き延長されています。 

・ 交際費等の損金不算入制度 

・ 欠損金の繰戻還付の不適用 

・ 使途秘匿金の支出に関する特例 

 

 ただし、平成 20 年度税制改正の際に、4 月 1 日までの

税制改正が間に合わなかったことを受けて制定されたい

わゆる経過措置政令において、繰戻還付の不適用につい

ては、平成 20 年 4 月 30 日以前の取扱いについて、従前

の例によるとされています。よって、平成 20 年 4 月 1 日か

ら平成 20 年 4 月 30 日に事業年度が終了した場合に限

り、欠損金の繰戻還付の制度の適用を受けることができま

す。 

 

 次回のニューズレターでは、国内課税(所得税関連)に関

する主要な改正及び国際課税に関する主要な改正を解説

します。 


